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石岡市避難行動要支援者避難支援制度の概要 

 

 
 
 
 
 
 
 ①名簿登録 
 
 
 
 
 
 ②同意情報の提供 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

◆石岡市が登録対象者名簿を作成します。 

 石岡市避難行動要支援者避難支援計画に基づき，避難行動要支援者名簿を作成しま

す。 

 
  
 
（Ｂ）自力では避難が困難な方々の名簿（要支援者名簿） 
 
 
  
 
 
 
 
 

（Ａ）平常時から地域支援者等へ名簿情報を提供する。 

→登録申請書を提出した方（同意者） 

（Ｂ）非常時には本人の同意の有無に係わらず避難支援等関係者へ名簿情報を提供する。 

   →市が把握している在宅の高齢者世帯，要介護者，障がい者等の情報を集約し名簿を

作成する。 

 

避難行動要支援者避難支援制度の仕組み 

●石岡市 
（Ｂ）要支援者名簿作成 
（Ａ）同意者名簿作成 

●地域支援者等関係者 
 地域支援者・自主防災組織 
 民生委員児童委員・社会福祉協

議会など 

●名簿登録者 
 （避難行動要支援者） 

（Ａ）自力では避難が困難な要支援者のうち「避難行動要
支援者避難支援登録申請書兼登録台帳（個別計画）」を提
出した登録者…同意者名簿 


